
神
仏
分
離

　
ハ
幡
竃
門
神
社
の
場
合
。

一
、
八
幡
竃
門
神
社
の
縁
起

　
日
本
の
固
有
の
宗
教
は
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
も
見
ら
れ
る

よ
う
に
八
百
万
の
神
々
の
信
仰
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
五
世
紀
半
ば
か
ら
六
世
紀
初
め
に
か
け
て
半
島
か
ら
多
く
の
帰

化
人
が
渡
来
し
て
、
大
陸
の
技
術
や
文
化
を
伝
え
た
。
有
力
な
豪

族
は
沢
山
の
帰
化
人
を
抱
え
て
勢
力
の
伸
張
を
は
か
っ
た
。
帰
化

人
に
は
彼
等
固
有
の
カ
ミ
で
あ
る
「
仏
」
の
信
仰
が
あ
り
、
天
皇

家
始
め
豪
族
も
渡
来
し
た
異
国
神
の
「
仏
」
を
勲
く
信
仰
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
当
初
は
神
と
仏
を
め
ぐ
る
豪
族
間
の
抗
争
も
あ
っ

た
が
、
し
だ
い
に
仏
が
神
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
や
が
て
、
仏
・
菩
薩
が
衆
生
救
済
の
た
め
、
仮
に
神
の
姿
と
な
っ

て
こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
本
地
垂
迫
の
説
が
起
こ
り
、
神

と
仏
の
一
体
化
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
神
仏
習
合
）
。

　
宇
佐
神
宮
は
東
大
寺
の
大
仏
鋳
造
を
契
機
に
中
央
に
進
出
し
て

上
　
屋
　
公
　
照

「
八
幡
大
菩
薩
」
の
尊
称
を
与
え
ら
れ
、
神
仏
習
合
の
先
駆
け
と

な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
神
社
の
境
内
に
は
憎
が
住
み
法
味
を
献

じ
る
た
め
に
神
宮
寺
が
立
て
ら
れ
た
。

　
竃
門
八
幡
神
社
の
起
り
に
つ
い
て
、
「
ハ
幡
竃
門
神
宮
縁
起
」

（
寛
政
四
年
一
一
七
九
一
丁
神
社
記
）
は
、

　
聖
武
天
皇
の
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
三
月
十
五
日
に
仲
哀
天
皇

及
び
応
神
天
皇
の
神
霊
が
、
豊
前
の
宇
佐
よ
り
竃
門
荘
の
宝
城

峰
に
降
臨
し
た
と
い
う
。
こ
の
日
、
山
麓
に
「
自
分
は
二
神
の
従

者
、
大
神
比
義
で
あ
る
」
称
す
る
白
髪
の
老
人
が
二
神
を
奉
じ
て

現
れ
た
の
で
、
村
人
は
畏
伏
敬
拝
す
る
と
と
も
に
恐
惶
し
続
け
た
。

三
日
目
の
夜
に
、
尾
越
峰
に
神
殿
を
造
せ
よ
と
の
営
託
宣
が
あ
っ

た
。
こ
れ
が
竃
門
宮
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
。

　
つ
づ
い
て
、
淳
和
天
皇
の
天
長
三
年
（
八
二
六
）
三
月
十
五
日

に
、
宇
佐
よ
り
神
功
皇
后
の
霊
を
迎
え
て
、
合
祀
し
て
竃
門
八
幡
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１

宮
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
時
よ
り
神
宮
寺
を
設
け
て
社
僧
を
置
き
、
神
宮
寺
の
末
寺

に
長
福
寺
・
光
明
寺
・
自
応
寺
・
他
応
寺
・
観
音
寺
・
養
徳
寺
の

七
ケ
寺
を
建
立
し
た
、
七
ケ
寺
は
す
べ
て
真
言
宗
で
あ
る
。
現
在

確
認
で
き
る
の
は
、
神
宮
寺
・
土
屋
、
長
福
寺
・
溝
部
、
光
明
寺
・

溝
部
、
養
徳
寺
・
宮
森
の
諸
家
で
あ
る
。

　
八
幡
竃
門
宮
は
、
宇
佐
の
神
々
を
祀
っ
た
神
仏
習
合
の
神
社
で
、

宇
佐
神
宮
と
の
結
び
つ
き
の
深
い
神
社
で
あ
る
。
別
府
市
に
存
在

す
る
ハ
幡
宮
で
神
宮
寺
を
備
え
た
宇
佐
官
の
神
仏
混
淆
の
姿
を
明

治
ま
で
維
持
し
て
、
神
仏
分
離
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
神
社
は
ハ
幡

竃
門
宮
の
み
で
あ
る
。

二
、
寵
門
荘
と
八
幡
竃
門
宮

竃
門
荘
の
立
券
（
成
立
）

　
ハ
幡
竃
門
宮
の
所
在
地
は
大
宇
内
竃
宇
亀
山
で
あ
る
。
鎮
座
す

る
神
社
の
地
名
は
江
戸
時
代
ま
で
「
内
竃
門
」
で
、
大
字
は
国
立

別
府
病
院
・
亀
川
小
学
校
・
亀
川
駅
な
ど
新
川
以
北
が
含
ま
れ
て

い
た
。

　
そ
の
地
名
の
意
味
す
る
の
は
、
古
代
・
中
世
と
弥
勒
寺
の
荘
園

で
あ
っ
た
竃
門
荘
の
中
央
部
（
内
）
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
で
あ

　
そ
も
そ
も
宇
佐
弥
勒
寺
と
竃
門
荘
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、

『
元
暦
文
治
記
』
の
史
料
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
源
氏
に
味
方

す
る
豊
後
の
緒
方
惟
栄
が
、
平
氏
に
加
担
す
る
宇
佐
神
宮
を
焼
き

討
ち
し
た
時
の
史
料
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
竃
門
荘
の
成
立
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

寺
領
之
事
　
豊
後
国
南
北
浦
部
十
八
ケ
所
　
此
内
　
竃
門
荘
百
　
　
一

町
者
　
聖
武
天
皇
天
平
勝
宝
巳
丑
六
月
二
十
日
　
披
載
宸
筆
御
　
　
8
6

起
請
文
畢
　
最
初
御
奉
寄
之
間
　
異
于
他
寺
領
也
　
　
　
　
　
　
　
一

　
つ
ま
り
、
竃
門
荘
は
、
豊
後
国
に
十
八
ケ
所
あ
る
宇
佐
弥
勒
寺

領
の
内
で
も
聖
武
天
皇
に
よ
り
寄
進
さ
れ
た
由
緒
あ
る
寺
領
で
、

他
の
寺
領
と
成
立
が
異
な
る
荘
園
で
あ
る
、
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
起
請
文
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
「
宇
佐
八
幡
宮
託
宣

集
」
の
聖
武
天
皇
の
天
平
然
宝
元
年
の
項
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
る
。
「
弥
勒
寺
学
分
と
し
て
綿
一
万
屯
・
稲
十
万
束
・
墾
田

百
町
歩
を
寄
進
し
た
」
、
ま
た
、
月
日
を
同
じ
く
し
て
、
「
毎
年
ハ



幡
封
民
】
人
（
天
慶
三
年
以
降
は
三
名
）
を
太
宰
府
観
世
音
寺
で
　

得
度
さ
せ
て
、
宇
佐
ハ
幡
宮
の
神
宮
寺
で
あ
る
弥
勒
寺
に
入
れ
・
：
」

る
よ
う
と
り
は
か
ら
っ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
専
門
荘
は
、
宇
佐
氏
が
観
世
音
寺
に
派
遣
す
る
弥
勒

寺
の
社
僧
を
養
成
す
る
学
費
を
賄
う
荘
園
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
。
起
請
文
に
あ
る
「
異
于
他
寺
領
」
の
所
以
で

あ
ろ
う
か
。

　
朝
廷
の
後
押
し
で
、
ハ
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
成
立
す
る

荘
園
を
「
初
期
荘
園
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
特
に
天
平
勝
宝
（
七

四
九
）
か
ら
神
護
景
雲
（
七
六
九
）
の
こ
ろ
は
、
朝
廷
の
仏
教

興
隆
政
策
と
結
び
つ
い
て
寺
院
が
積
極
的
に
地
方
進
出
を
行
っ
た

時
期
で
あ
り
、
専
門
荘
も
こ
の
系
列
と
考
え
ら
れ
、
豊
前
・
豊
後

を
通
し
て
成
立
が
非
常
に
古
い
荘
園
で
あ
る
。
初
期
荘
園
と
言
わ

れ
た
荘
園
の
殆
ど
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
専
門
荘
の

場
合
は
在
地
の
協
力
が
あ
っ
た
の
か
、
建
久
八
年
（
一
一
九
八
）

に
作
ら
れ
た
土
地
台
帳
の
「
佳
久
図
田
帳
」
に

　
　
専
門
郷
　
百
余
町
　
弥
勒
寺
領
　
預
所
　
　
慶
禅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
頭
　
　
漆
島
定
房

と
あ
り
、
弥
勒
寺
と
の
結
び
つ
き
を
残
し
て
い
る
。
九
十
年
後
の

土
地
台
帳
「
弘
安
図
田
帳
（
こ
一
八
五
）
」
　
に
は

　
竃
門
荘
　
八
十
町
　
弥
勒
寺
領
　
地
頭

　
本
荘
五
十
三
町
　
　
　
　
　
　
　
御
家
人
　
竃
門
又
太
郎
貞
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
名
　
道
善

　
（
羽
室
御
霊
社
五
輪
塔
に
道
善
の
法
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
）

と
あ
り
、
弘
安
年
間
に
至
っ
て
も
宇
佐
弥
勒
寺
と
の
結
び
つ
き
が

つ
づ
い
て
い
る
。

　
さ
て
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
竃
門
の
墾
田
が
、
い
つ
「
竃
門
荘
」

と
い
う
荘
園
に
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
弥
勒
寺
が
火
災
に
遭
っ

て
い
て
記
録
が
残
っ
て
な
い
の
で
は
っ
き
り
し
な
い
。

　
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
弥
勒
寺
と
同
じ
よ
う
に
多
く
の
墾
田
が
東

大
寺
や
大
安
寺
に
寄
進
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
諸
寺
は
直
ち
に
造

寺
田
使
を
派
遣
し
て
開
墾
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
。

　
宇
佐
弥
勒
寺
の
場
合
も
、
学
僧
が
学
ぶ
太
宰
府
や
豊
後
国
管

（
地
方
言
国
司
の
役
所
）
と
の
あ
い
だ
で
、
直
ち
に
造
寺
田
使
の

派
遣
を
検
討
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
国
管
は
「
綿
一
屯
・
稲
十
万

束
」
の
開
墾
費
用
を
付
加
し
て
未
開
地
を
朝
見
郷
の
北
部
竃
門
の

地
に
求
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
訳
で
こ
の
地
を
開
墾

地
に
決
め
た
の
か
と
言
う
こ
と
は
今
後
の
研
究
課
題
に
し
た
い
。
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墾
田
の
開
発
は
、
「
三
世
一
身
の
法
」
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に

「
溝
池
を
作
り
開
墾
を
営
む
者
あ
ら
ば
」
当
然
水
利
潅
漑
・
圃
場

工
事
や
倉
庫
の
建
築
な
ど
大
規
模
な
工
事
が
要
請
さ
れ
る
。
大
規

模
な
開
発
に
は
、
在
地
農
民
の
労
働
力
を
巧
み
に
引
き
出
さ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
特
に
未
開
地
の
開
墾
を
成
功
さ
せ
る
に
は
、
大

量
の
動
労
力
と
巧
み
な
土
木
技
術
を
駆
使
で
き
る
造
寺
田
使
が
必

要
で
あ
る
。
特
に
弥
勒
寺
に
か
か
わ
る
墾
田
の
場
合
、
高
度
の
土

木
技
術
に
習
熟
し
た
者
が
を
宇
佐
か
ら
派
遣
さ
れ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
建
久
図
田
帳
」
に
あ
る
地
頭
漆
島
氏
は
、
当
時
豊
前
地
方
の

開
発
に
貢
献
し
た
渡
来
人
辛
島
氏
の
後
裔
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

辛
島
氏
が
朝
廷
か
ら
下
賜
さ
れ
た
竃
門
荘
の
開
発
に
技
術
者
・
責

任
者
と
し
て
宇
佐
か
ら
派
遣
さ
れ
て
、
業
績
を
上
げ
た
の
ち
に
土

着
し
て
権
力
を
持
つ
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
弘
安
図
田
帳
」
の
御
家
人
竃
門
又
太
郎
は
、
元
寇
を
さ
か
い

に
幕
府
の
権
力
が
動
揺
す
る
と
、
御
家
人
の
所
領
に
対
す
る
執
着

が
顕
著
に
な
り
、
地
頭
漆
島
氏
は
竃
門
の
地
名
を
名
乗
る
よ
う
に

な
っ
た
と
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

竃
門
八
幡
宮
（
神
仏
混
淆
）
の
成
立

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
新
し
く
荘
園
が
立
券
（
成
立
）
す
る

と
、
荘
民
の
精
神
の
拠
所
と
し
て
、
ま
た
は
荘
園
鎮
守
の
神
を

い
ず
れ
か
ら
か
勧
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
荘
園
の
有
力
者

が
漆
島
氏
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
宇
佐
の
ハ
幡
神
を
勧
請
す
る

こ
と
に
な
る
。
弥
勒
寺
領
荘
園
の
成
立
時
期
は
十
世
紀
と
推
定
さ

れ
る
が
、
竃
門
荘
の
場
合
は
立
券
以
前
に
す
で
に
荘
民
の
集
落
が

で
き
て
い
た
の
で
、
極
め
て
早
い
時
期
に
竃
門
ハ
幡
宮
が
創
立
さ

れ
、
領
家
で
あ
る
弥
勒
寺
の
末
社
と
し
て
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
た

と
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
ま
い
。

　
ハ
幡
神
霊
の
勧
請
に
つ
い
て
は
、
石
清
水
ハ
幡
宮
か
或
い
は
鶴

ケ
岡
八
幡
宮
か
ら
間
接
的
に
勧
請
す
る
例
が
少
な
く
な
い
。
竃
門

ハ
幡
宮
が
、
宇
佐
八
幡
神
が
直
接
降
臨
す
る
と
い
う
形
で
、
大
神

比
義
が
従
者
と
な
っ
て
奉
戴
し
た
と
い
う
縁
起
が
意
味
す
る
も
の

は
、
竃
門
荘
開
墾
の
た
め
に
宇
佐
か
ら
派
遣
さ
れ
た
造
寺
田
使
漆

島
氏
が
ハ
幡
神
を
自
ず
か
ら
捧
持
し
て
入
部
し
た
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
余
談
な
が
ら
、
亀
川
の
旧
名
を
「
御
越
町
」
と
い
っ
た
の
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
・
●
一
・
一
　
一
挙
・
一

御
越
し
が
宇
佐
か
ら
ハ
幡
様
が
御
越
に
な
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る

が
、
こ
れ
は
国
家
神
道
成
立
過
程
の
産
物
で
あ
る
と
思
う
。
平
安
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時
代
に
朝
見
郷
や
日
出
郷
の
民
か
、
鍬
を
慰
い
で
竃
門
の
墾
田
開

墾
に
協
力
し
「
田
起
こ
し
」
に
行
く
処
が
「
起
こ
し
山
」
で
、
こ

の
地
に
竃
門
八
幡
宮
の
本
宮
が
あ
る
。
此
処
に
は
明
治
四
十
年
に

内
竃
の
恒
松
米
作
氏
の
世
話
で
用
意
さ
れ
た
大
石
に
、
竃
門
八
幡

宮
の
社
司
（
宮
司
）
土
屋
範
二
が
揮
毫
し
た
「
八
幡
大
神
」
の
石

碑
が
建
っ
て
い
る
。

　
神
宮
寺
の
僧
は
平
安
・
鎌
倉
・
室
町
時
代
と
長
い
間
御
神
前
で

竃
門
氏
の
武
運
長
久
と
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
て
き
た
。

　
神
社
に
所
属
し
て
仏
事
を
行
う
僧
侶
を
社
僧
と
よ
ん
だ
。
社
軋

は
神
宮
寺
や
別
当
寺
に
居
住
し
た
。
特
に
ハ
幡
神
や
権
現
の
系
統

の
社
僧
の
地
位
は
、
宇
佐
八
幡
宮
の
弥
勒
寺
別
当
の
例
の
よ
う
に

本
地
垂
迫
の
説
に
よ
っ
て
神
官
の
上
位
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

社
僧
は
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
は
神
社
に
対
し
て

強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
宇
佐
官
の
例
に
あ
る
よ
う
に
竃
門

宮
の
よ
う
に
神
仏
混
淆
の
神
社
は
社
僧
の
勤
行
な
く
し
て
は
成
り

立
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
。

　
一
般
に
神
社
の
神
事
や
祭
礼
は
、
百
姓
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
が

神
官
や
祝
が
す
べ
て
に
携
わ
っ
て
き
た
。

　
神
道
固
有
の
神
祇
信
仰
は
仏
教
・
儒
教
・
道
教
・
陰
陽
道
が
習

合
し
な
が
ら
成
長
し
て
き
た
も
の
で
、
他
宗
教
の
よ
う
に
理
論
に

裏
付
け
さ
れ
た
教
義
が
な
か
っ
た
。
神
主
（
社
人
）
に
し
て
も
神

道
家
元
（
吉
田
・
白
川
・
土
御
門
家
な
ど
）
と
結
び
つ
き
許
認
可

の
関
係
が
形
式
的
で
、
僧
侶
の
よ
う
に
厳
し
い
修
行
を
積
ま
な
く

て
も
容
易
に
許
可
が
出
て
神
動
で
き
た
の
で
、
人
格
思
想
や
行
動

に
お
い
て
も
社
僧
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
（
村
上
重
良

「
天
皇
の
祭
祀
」
）

　
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
、
朝
鮮
出
兵
の
失
策
に
よ
っ
て
大
友

氏
が
改
易
に
な
り
、
大
友
氏
の
滅
亡
と
と
も
に
地
頭
竃
門
氏
も
忽

然
と
消
え
て
し
ま
っ
た
。
庇
護
者
（
ス
ポ
ン
サ
ー
）
を
失
っ
た
竃

門
宮
は
社
勢
は
衰
微
し
祭
礼
も
途
絶
え
た
。
元
和
年
間
に
は
神
宮

寺
一
寺
の
み
が
さ
さ
や
か
に
神
事
を
勤
め
て
い
た
記
録
が
あ
る
。

三
、
江
戸
時
代
の
竜
門
八
幡
宮

　
竃
門
宮
の
江
戸
時
代
の
あ
り
さ
ま
を
伝
え
る
古
文
書
が
あ
る
。

元
禄
十
一
年
（
ヱ
八
九
八
）
の
神
社
文
書
で
あ
る
。
内
竃
門
・
野

田
・
古
市
・
亀
川
・
平
田
村
の
五
ケ
村
の
庄
屋
と
宮
司
（
神
宮
寺
）

大
宮
司
・
権
太
夫
・
ハ
郎
太
夫
の
連
名
で
、
神
社
改
築
の
た
め

に
御
山
林
の
伐
採
願
い
を
日
田
代
官
に
差
し
出
し
た
文
書
で
あ
る
。
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（
竃
門
宮
の
大
宮
司
以
下
は
神
道
家
元
の
一
つ
で
あ
る
白
川
家
か

ら
の
免
許
を
得
て
い
る
社
人
で
あ
る
。
）

　
い
ま
一
通
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
の
神
社
文
書
で
あ
る
。

こ
れ
は
当
時
、
預
大
名
で
あ
る
小
倉
城
主
小
笠
原
右
近
将
監

に
差
し
出
し
た
「
小
倉
様
御
預
所
二
罷
成
候
二
付
書
上
申
次
第
」

で
、
神
社
の
規
模
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
　
　
　
　
　
ｙ

本
社

桁
行

梁
行

三
間

二
間

外
　
拝
殿
　
舞
殿
　
御
座
敷

三
社
八
幡
宮
二
面
　
相
殿
三
十
三
社
　
本
社
共
三
十
六
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
殿
二
御
座
候

境
内
二
神
明
言
一
社
御
座
候

境
内
二
末
社
　
若
宮
一
社

右
同
断
　
弁
天
宮
一
社
　
熊
野
三
所
権
現

右
同
断
　
弥
勒
堂
一
社

相
殿
二
阿
弥
陀
観
音
御
座
候

　
三
社
と
相
殿
の
三
十
三
社
を
合
わ
せ
て
三
十
六
社
（
三
十
六

　
神
）
に
な
る
多
神
の
珍
し
い
神
社
で
あ
る
。
永
禄
二
年
（
一

　
五
五
九
）
大
友
宗
家
の
配
下
と
し
て
戦
場
を
駆
け
め
ぐ
っ
た

　
　
竃
門
新
左
衛
門
鑑
述
に
対
す
る
武
運
長
久
祈
願
の
大
般
若
経

　
　
奥
書
に
「
三
十
六
鉢
御
神
前
」
と
あ
る
の
で
、
中
世
か
ら
の

　
　
ご
神
体
数
で
あ
る
。

　
そ
の
後
は
神
事
祭
礼
と
も
形
式
化
・
簡
略
化
さ
れ
て
き
た
が
、

「
亀
川
村
庄
屋
日
記
（
高
橋
庄
屋
）
」
に
よ
れ
ば
、
安
政
四
年

　
「
八
幡
竃
門
宮
祓
御
幸
之
儀
二
百
六
十
余
年
中
廃
し
て
年
々
御
幣

　
の
み
三
本
松
え
お
供
い
た
し
　
仮
儀
式
こ
れ
あ
る
處
　
再
興
の

　
儀
早
春
早
々
思
い
立
ち
・
：
」
内
竃
門
・
亀
川
・
平
田
・
野
田
・

古
市
五
ケ
村
で
協
議
し
て
準
備
に
懸
か
り
、
安
政
七
年
（
一
八
六
　
　
一

〇
）
夏
に
平
田
村
が
最
初
の
当
番
で
御
輿
の
御
幸
行
列
が
復
活
だ
。
　
9
0

四
、
神
仏
分
離

　
尊
皇
思
想
の
も
と
に
成
立
し
た
維
新
政
府
は
、
古
代
天
皇
制
の

復
帰
を
前
提
に
し
て
「
王
政
復
古
」
の
名
の
下
に
、
天
皇
親
政
の

新
国
家
の
樹
立
を
目
指
し
た
。
こ
の
政
治
理
念
の
基
本
は
「
祭
政

一
致
」
で
、
新
政
府
は
国
学
者
や
神
道
家
を
登
用
し
て
、
神
祇
官

再
興
・
神
仏
分
離
・
切
支
丹
の
禁
止
の
三
目
標
を
掲
げ
て
神
道
国

教
化
の
基
本
路
線
を
推
進
し
た
。

　
神
仏
分
離
の
目
的
は
国
家
が
公
認
す
る
宗
教
を
仏
教
か
ら
神
道



に
か
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
明
治
元
年
三
月
一
七
日
、
法
令
で
神
社
の
別
当
・
社
憎
に
還
俗

を
命
じ
た
。
江
戸
幕
府
の
治
世
下
、
社
憎
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
神
主
（
社
人
）
の
地
位
向
上
が
狙
い
で
あ
っ
た
。

　
①
　
社
憎
は
還
俗
さ
せ
て
、
神
社
で
神
助
で
き
る
の
は
社
人
だ

　
　
け
と
す
る
（
還
俗
・
復
飾
　
憎
が
帰
俗
す
る
事
）

　
②
　
社
人
の
世
襲
禁
止

　
③
　
社
人
の
神
楽
神
事
禁
止

　
　
　
　
（
社
家
神
楽
と
い
っ
て
、
社
人
が
祭
典
先
の
家
々
で
神
楽

　
　
　
　
神
事
を
し
て
い
た
。
芸
能
者
視
さ
れ
て
い
た
。
）

　
④
　
神
道
家
元
の
祭
典
儀
式
中
止
　
（
神
社
祭
式
の
統
一
化
）

　
⑤
　
大
規
模
神
社
の
責
任
者
（
宮
司
）
は
新
政
府
が
国
学
者
な

　
　
ど
を
任
命
す
る
。

　
⑥
　
地
方
の
神
社
責
任
者
（
宮
司
）
は
地
域
住
民
の
推
薦
を
受

　
　
け
て
県
が
任
命
す
る

　
創
建
の
古
い
神
社
や
大
規
模
神
社
の
司
祭
責
任
者
は
、
僧
籍
身

分
の
別
当
か
神
宮
寺
座
主
で
あ
っ
た
。
宇
佐
ハ
幡
宮
で
は
弥
勒
寺

（
神
宮
寺
）
の
憎
が
実
務
に
当
た
り
、
本
殿
に
昇
殿
し
て
香
を
た

き
読
経
す
る
者
は
神
宮
寺
出
仕
の
法
体
の
憎
に
限
ら
れ
て
い
た
。

社
人
は
外
宮
で
祭
事
を
行
う
に
と
ど
ま
っ
た
。
太
宰
府
天
満
宮
の

司
祭
者
は
す
べ
て
社
僧
（
別
当
）
で
占
め
ら
れ
た
。
明
治
に
な
っ

て
太
宰
府
天
満
宮
の
社
僧
は
、
北
野
天
満
宮
か
ら
「
新
政
府
は
神

様
で
行
く
ら
し
い
」
と
の
知
ら
せ
を
受
け
て
還
俗
し
た
。
北
野
天

満
宮
の
高
辻
氏
に
な
ら
っ
て
西
高
辻
氏
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
二
八
日
に
は
仏
教
語
を
神
号
と
す
る
神
社
に
事
由
書
の
提
出
を

命
じ
、
仏
像
を
神
体
に
し
た
り
社
前
に
仏
具
を
置
く
こ
と
を
禁
じ

る
「
神
仏
判
然
令
」
が
発
布
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
に
宇
佐
神
宮
で

は
ハ
幡
大
菩
薩
を
八
幡
大
神
と
呼
称
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
、
そ

の
他
の
神
社
で
は
権
現
の
神
号
が
禁
止
さ
れ
た
。
地
方
で
は
新
政

府
へ
の
期
待
と
幕
府
行
政
の
末
端
機
関
で
あ
っ
た
僧
侶
へ
の
反
発

か
ら
廃
仏
毀
釈
運
動
が
起
こ
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

五
、
竃
門
神
社
の
神
仏
分
離

　
竃
門
神
社
の
神
仏
分
離
の
あ
り
さ
ま
は
、
明
治
元
年
（
慶
応
四

年
）
の
神
社
取
調
帳
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
仏
器
　
鰐
口
な
ど
御
座
無
く
候

　
梵
鐘
一
口
御
座
候
あ
い
だ
此
の
節
取
り
除
き
置
き
申
し
候

　
神
宮
寺
の
儀
　
今
般
仰
せ
出
さ
れ
候
御
趣
意
に
よ
り
還
俗
の
上
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旧
に
復
し
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
改
名
　
土
屋
内
彦

　
但
し
境
内
阿
弥
陀
堂
一
宇
経
塚
ニ
ケ
所
御
座
候
　
外
宝
塔
。

　
　
経
塔
な
ど
御
座
無
く
候

と
あ
る
。
神
社
の
境
内
に
は
阿
弥
陀
堂
・
梵
鐘
・
経
塚
二
所
が
あ
っ

た
。

　
同
年
五
月
、
維
新
後
も
暫
く
こ
の
地
を
預
か
っ
た
熊
本
藩
の
高

松
役
所
か
ら
梵
鐘
に
つ
い
て
詰
問
が
あ
っ
た
。
内
竃
門
村
の
庄
屋

宗
之
助
（
吉
良
）
は
、
「
当
村
は
申
す
に
及
ば
ず
近
村
出
火
の
節

重
々
あ
い
用
い
来
た
り
候
　
尤
も
当
村
の
儀
山
迫
谷
間
の
村
ゆ
え

人
家
飛
び
隔
た
り
居
り
候
え
ば
　
人
一
声
届
き
兼
ね
候
二
付
き

ハ
幡
官
境
内
地
高
の
場
所
に
御
座
候
・
：
」
と
鐘
の
必
要
性
を
返
書

に
書
い
て
報
告
し
て
い
る
。
宗
教
的
用
法
に
は
用
い
な
い
こ
と
に

し
て
目
こ
ぼ
し
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
梵
鐘
は
そ
の
後
行

方
不
明
に
な
っ
て
い
る
。

　
阿
弥
陀
堂
及
び
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
は

「
西
念
寺
依
託
　
阿
弥
陀
仏
ノ
事

　
そ
も
そ
も
当
仏
体
は
、
明
治
元
年
三
月
廿
八
日
太
政
官
通
達
を

　
以
て
依
託
。
永
ら
く
古
書
に
あ
る
如
く
境
内
阿
弥
陀
堂
に
安
置

　
せ
し
も
詮
無
く
、
手
島
氏
の
裏
山
の
お
堂
に
安
置
す
べ
く
相
談

　
せ
し
も
狭
陰
の
故
、
真
宗
西
念
寺
に
村
民
捧
持
し
て
一
時
隠

　
身
の
形
に
て
依
託
す
る
事
に
な
り
ぬ

　
祭
日
を
毎
年
二
月
八
日
と
定
め
、
矢
黒
よ
り
始
む
る
と
聞
く

　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
廿
二
年
旧
二
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祠
官
　
土
屋
範
二
」

　
　
　
（
祠
官
と
は
宮
司
の
こ
と
で
、
後
に
呼
称
が
変
わ
り
県
社
・

　
　
　
郷
社
で
は
社
司
と
な
っ
た
。
）

　
手
島
氏
の
裏
山
の
お
堂
と
は
、
史
談
二
号
に
相
良
範
子
氏
の
書

か
れ
た
「
内
戦
の
古
墳
と
観
音
堂
（
手
島
氏
の
墓
所
）
」
の
こ
と

で
あ
る
。

　
こ
の
竃
門
神
宮
の
阿
弥
陀
堂
に
安
置
し
て
い
た
阿
弥
陀
仏
を
依

託
さ
れ
た
西
念
寺
で
は
、
毎
年
二
月
八
日
に
「
ハ
幡
講
」
が
地
区

当
番
制
で
聞
か
れ
て
い
る
。

　
別
府
市
域
で
他
に
神
仏
分
離
の
記
録
を
目
に
し
な
い
。
竃
門
ハ

幡
官
が
宇
佐
神
を
直
接
勧
請
し
、
弥
勒
寺
末
寺
の
神
宮
寺
を
備
え

た
典
型
的
な
宇
佐
神
宮
型
の
ハ
幡
官
で
あ
っ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。

　
神
仏
分
離
が
穏
か
に
行
わ
れ
た
の
は
、
荘
園
時
代
か
ら
培
わ
れ

た
住
民
と
神
宮
と
の
深
い
交
流
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

資
料
「
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
・
他
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